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本方針は、「市民が親しみやすい計画」を目指し、本市のブランドカラーである洒落

柿色を基調に全体の色調を統一することで、「親しみやすさ」「見やすさ」を意識した

デザインとしています。 

表紙デザインには、本巣市らしさが一目で伝わるよう、令和 7 年度に開通した東海

環状自動車道をモチーフに、連結するもとまるパークや、根尾学園の生徒による桜ガ

イド、真正中学校の生徒による真桑人形浄瑠璃などをイラストで表現しました。  



はじめに 
 

本市は、北部の豊かな自然に恵まれた山間地域から、南部の生活利便性の高い平

坦地域まで、多様な表情を有するまちです。こうした地域ごとの特性を生かしながら

発展してきた本市ですが、人口減少や少子高齢化の進行、暮らし方や働き方の変化

など、まちを取り巻く環境は大きく変化しています。さらに、近年の社会経済情勢は

私たちの想像を超えるスピードで変化しており、市民ニーズも多様化・高度化する中、

行政にはより柔軟で機動的な対応が求められています。 

こうした状況を踏まえ、これまで１０年間としていた計画期間を４年間に見直すと

ともに、おおむね２０年先を見据えた将来像を示す「基本方針」と、今まさに取り組む

べき重要課題に重点的に対応する「重点方針」で構成することとしました。これによ

り、計画を『市政運営方針』として刷新し、変化の激しい時代においても、柔軟かつ実

効性の高い市政運営を目指してまいります。 

また、東海環状自動車道本巣インターチェンジの開通は、本市にとって大きな転機

であり、本方針の策定がその節目の時期と重なったことは、本市の新たなスタートを

象徴するものと捉えています。交通ネットワークの充実により、交流人口の拡大や企

業立地、観光振興など、さまざまな波及効果が期待されます。この好機を最大限に活

かし、地域資源の魅力向上や官民連携による賑わい創出など、持続可能な地域づく

りに積極的に取り組み、「稼ぐ力」を高めることにより、福祉・教育の充実へとつなげ

る循環を確立していきます。 

さらに、本方針では、「市民のウェルビーイング（幸福度・生活満足度）」を重要な視

点に据えました。経済的な豊かさだけでなく、心身の健康や生きがい、人とのつなが

りなど、市民一人ひとりが幸せを実感できるまちづくりを目指します。このまちに「住

みたい」「住み続けたい」と思える環境の実現も重視し、ウェルビーイングの向上につ

ながる施策を、行政だけでなく、市民、事業者、地域団体など誰もが主体的に関わる

全員参加型の「オール本巣」で創り、実践してまいりましょう。 

最後に、本方針の策定にあたり、市民意識調査や各種ワークショップなどにおいて、

貴重なご意見やご提案をお寄せいただいた市民の皆様をはじめ、熱心にご審議いた

だきました本巣市計画審議会の皆様に、心から感謝申し上げます。 

 

 

 

 

令和８年３月 

本巣市長 

藤原  勉  
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第１章 序論 

１． 市政運営方針の策定にあたって 

(１) 策定の趣旨 

本市では、平成２８（２０１６）年度を初年度とする「本巣市第２次総合計画」を策

定し、令和７年度を目標年次として各種施策・事業を推進してきました。この間、社

会経済情勢は、急速な人口減少の進行や少子高齢化の進展、ＤＸ（※）の推進など大

きく変化しています。 

こうした中、長期（１０年）の計画期間や網羅的に事業を位置づけるこれまでの

総合計画の構造・体系は、昨今の想像を超えるスピードで変化する社会経済情勢

や多様化する市民ニーズと合致させにくいなど、多くの問題点が顕在化しつつあ

ります。 

このため、令和８（２０２６）年度からの第３次総合計画は、従来の総合計画の構

造、体系を見直し、おおむね２０年先を見据えて本市の将来像を示す「基本方針」

と、市民ニーズに基づくまちづくりの課題の緊急性、重要性を踏まえ、確実に実施

する施策を位置づけた「重点方針」で構成し、『市政運営方針』として計画を一本化

することとしました。なお、市政運営方針は、本市の最上位計画であり、まちづくり

の指針となるものです。 

 

市政運営方針（総合計画）の構造 

 
 

（※）DX（Digital Transformation）：デジタル技術の活用により新たな商品・サービスの提供、新た

なビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化も変革していくような取組を指す概

念。  

基本構想

基本計画
（前期計画・後期計画）

実施計画

第２次総合計画

新たな指針に一本化

基本方針
長期的な視点

重点方針
（重点施策・KGI）

事業集
（重点事業・KPI）

市政運営方針
(第３次総合計画)
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(２) 計画期間 

「基本方針」をおおむね２０年先を見据えた計画とするのに対し、「重点方針」は、

社会経済情勢や市民ニーズの変化に対応するため、従来の基本構想の１０年から

短縮を図り、計画期間を４年とします。 
 

市政運営方針（総合計画）の計画期間 
 

 
 

  

R17R16R15R14R13R12R11R10R9R8R7

基本構想第2次
総合計画 基本計画

第１次市政運営方針

第２次市政運営方針

第３次市政運営方針

策定

重点方針4年

基本方針20年

策定

策定
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(３) 市政運営方針の構成 

市政運営方針は、基本方針、重点方針のほか、別途策定する事業集によって構

成します。 

基本方針では、２０年後を見据え、本市の目指す将来像やまちづくりの視点、ま

ちづくりの目標、基本目標を示します。 

重点方針では、市民ニーズや市民の幸福度・生活満足度の観点からまちづくり

の課題の緊急性、重要性を分析して、4年間で取り組むべき重点施策を絞り込み、

重点施策ごとに具体的に取り組む施策の内容を示します。 

事業集では、重点施策に関連する事業（重点事業）について、具体的な取組内容

などを示すとともに、重要業績評価指標（KPI）（※）達成状況に基づき各事業の進

捗管理を行います。 

 

市政運営方針の構成 

 
 

 

 

 

 

（※）KGI（Key Goal Indicator：重要目標達成指標）：最終的に達成するべき目標を示す指標 
（※）KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）：KGI 達成に向けた各事業の進捗状

況を計るために設定する指標  

事 業 集

KGI（※）

KGI

KPI

KPI

KPI

目指す将来像

まちづくりの視点・目標

基本目標

重点事業

…

重点施策

具体的な施策

KPI

基 本 方 針

重 点 方 針
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(４) Well-being（ウェルビーイング）の視点 

① ウェルビーイングが注目される背景 

近年、人口減少や少子高齢化が進む中で、地域における「暮らしの質」を高め、

住民が安心して生活できる環境を整備することが、地域社会の持続可能な発展に

おける重要な課題となっています。こうした背景の中で、国の政策においては、単

なる経済的豊かさにとどまらず、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること

を表す「Well-being（ウェルビーイング）」という概念が重視されています。 

今後１０年間を見据えた「地方創生 2.0（※）」の方向性を提示する「地方創生 2.0

基本構想」（令和７（２０２５）年６月閣議決定）においては、「地方創生 2.0 は、単な

る地域活性化策ではなく、我が国の活力を取り戻す経済政策であり、多様な幸せ

を実現するための社会政策である」としており、国民の多様な幸福（＝ウェルビー

イング）の実現が、地方創生 2.0 の中核的視点として位置づけられています。 

地方創生 2.0 の実現に向けた具体的な施策を示した、「地方創生に関する総合

戦略」（令和 7（２０２５）年 12 月閣議決定）では、ロジックモデル（目標と各施策と

の因果関係）に基づく、アウトカム（施策による暮らしの質の変化）を重視する政策

運営が示されており、「暮らしへの安心感」や「自分らしさ」といったウェルビーイ

ングに関わる指標が政策成果の把握に位置づけられています。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針２０２５」（骨太方針２０２５）（令和７（２０

２５）年６月閣議決定）では、「国民一人一人にとって、ウェルビーイング（幸福度）の

高い、豊かさ、安心・安全、自由、自分らしさを実感できる活力ある経済社会を構

築する」としています。さらに、「ウェルビーイングの高い社会の実現に向け、働く、

学ぶ、健康、子育て、地域の生活に関連する基本計画や大綱において、生活のウェ

ルビーイング改善につながる実効的な重要業績評価指標（ＫＰＩ）の設定を進める

とともに、ウェルビーイングの把握を継続・強化する」ことが示されています。 

こうした国の方針を踏まえて、自治体においても人口減少を正面から受け止め

ながら、持続可能で質の高い暮らしを実現するまちづくりを推進していく上で、住

民のウェルビーイングの向上は時代の要請として重要な視点となっています。 

 

 

 
 

（※）地方創生 2.0：人口減少などの現実を直視しつつ、地域が持つ本来の価値や楽しさを再発見し、

「強く・豊かで新しい・楽しい地方」の実現を目指す、今後１０年の方向性を示した包括的な経

済・社会・地域づくりの政策。  
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② 市政運営方針に「ウェルビーイング」を導入する理由 

時代の要請としてウェルビーイングが重視されていることに加えて、次に示す

理由から、本市では市政運営方針にウェルビーイングの考え方やウェルビーイング

指標を取り入れることとします。 

 

・ 今後、本市においても、人口減少と少子高齢化が一層進むことが予測される

中で、精神的な豊かさや健康を含めて、市民一人ひとりが心豊かに暮らせる

まち＝ウェルビーイングの高いまちの実現を目指していくことが必要である

と考えるため 

・ ウェルビーイング指標を活用することで、本市の強み・弱みを可視化でき、ま

ちの目指す姿や重点的に取り組むべき施策（重点施策）をデータに基づいて

検討ができるため 

・ ウェルビーイングアンケートを実施することで、市民の視点から、市民のウェ

ルビーイング（幸福度・生活満足度）を数値化・可視化できるため 

・ ウェルビーイング指標を成果指標や重要目標達成指標（ＫＧＩ）として活用する

ことで、将来像の実現に向けたまちづくりの評価や計画の進行管理ができる

ため 

 

以上から、市政運営方針に基づくこれからのまちづくりにウェルビーイングの視

点を取り入れて、市民が幸せを実感できるまちの形成を目指していきます。 

 

 

③ 本市が目指すまちづくりの基本的な方向性 

本市では、これまで社会経済情勢や市民ニーズの変化に柔軟に対応しながら、

本巣市総合計画（第 1 次・第 2 次）に基づき様々な施策を推進してきました。 

これまでのまちづくりの流れや成果を継承・発展させながら、今後は、市民のウ

ェルビーイングの向上をまちづくりの基本となる考え方とし、ウェルビーイング指

標を活用しながらウェルビーイングを高める施策を効果的に推進するものとしま

す。 

こうした考え方から、第２章基本方針の「３．まちづくりの目標」では、市民のウェ

ルビーイング（幸福度・生活満足度）を本計画の成果指標として位置づけています。 
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■ウェルビーイング指標とは 

・ ウェルビーイング指標は、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート（※）

が開発したもので、アンケート調査により収集する「主観指標」と、オープンデ

ータから収集する「客観指標」からなります。 

・ 下図に示すとおり、各地域における施策と、その施策インパクトとして現れる

市民の幸福感とを結ぶ構造となっています。 

・ 幸福感を計る尺度は、主観指標と客観指標それぞれで、「都市環境」「自然環

境」「地域の人間関係」「自分らしい生き方」に分類され、２４のカテゴリーで構

成されています。 

 

 

資料：「地域幸福度（Well-Being）指標利活用ガイドブック」 

（令和７年３月、デジタル庁・一般社団法人スマートシティ・インスティテュート） 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（※）一般社団法人スマートシティ・インスティテュート：住民のウェルビーイング向上を目標としたスマ

ートシティ・まちづくりを推進するための産官学民連携のプラットフォーム（中間支援組織）とし

て、2019 年 10 月に設立された民間主導の非営利型一般社団法人。  
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■ウェルビーイングを計るアンケートの概要 

・ アンケートは、地域における幸福度・生活満足度を計る４つの設問と、３つの

因子群（生活環境、地域の人間関係、自分らしい生き方）から構成されていま

す。 

 

 

資料：デジタル庁ホームページ 

  

幸福度・生活満足度を計る４つの設問

１ 現在、あなたはどの程度幸せですか？

２
現在、あなたの町内（集落）の人々は、大体において、
どれぐらい幸せだと思いますか？

現在、あなたの住んでいる地域の暮らしにどの程度
満足していますか？

３

自分だけでなく、身近な周りの人も楽しい気持ちで
いると思う

４

３つの因子群

※因子群は合計24のカテゴリーに細分化されます

医療・福祉 買物・飲食 住宅環境 移動・交通 遊び・娯楽

子育て 初等・中等教育 地域行政 デジタル生活

公共空間 都市景観 事故・犯罪

自然景観 自然の恵み 環境共生 自然災害

地域とのつながり 多様性・寛容性

雇用・所得 事業創造 教育機会の豊かさ 文化・芸術

健康状態 自己効力感

生活環境

地域の人間関係

自分らしい生き方
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２． 統計データから見た本市の現状 

(１) 人口動向 

① 年齢３区分別人口の推移 

本市の人口は平成２２（２０１０）年をピークに減少傾向にあり、令和２年には約

33,000 人で、平成２２（２０１０）年から令和２（２０２０）年の１０年間で約 2,100

人減少しています。 

 
※平成２２年以前は年齢不詳が含まれていないため、年齢３区分別人口の合計は総人口と一致しない。 

※平成２７年以降は年齢不詳補完値（参考値：総務省統計局公表）。 
資料：国勢調査 

② 年齢３区分別人口割合の推移 

また、少子高齢化も進行しており、令和２（２０２０）年には高齢者人口が約３割

を占めています。 

 

※構成比は四捨五入しているため、内訳の合計が１００％にならない場合がある。 

資料：国勢調査 

6,711 7,150 6,330 5,548 5,161 5,114 5,288 4,854 4,192 

18,423 
20,526 22,144 22,530 22,695 22,516 21,662 

19,689 
18,656 

3,111 
3,639 

4,350 5,219 6,044 6,973 8,046 
9,452 

10,080 

28,245 

31,315 
32,828 33,297 33,900 34,603 35,047 33,995 

32,928 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

23.8% 22.8% 19.3% 16.7% 15.2% 14.8% 15.1% 14.3% 12.7%

65.2% 65.5% 67.5% 67.7% 66.9% 65.1% 61.9% 57.9% 56.7%

11.0% 11.6% 13.3% 15.7% 17.8% 20.2% 23.0% 27.8% 30.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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③ 地域別人口の推移 

地域別人口の推移をみると、真正地域では平成２７（２０１５）年まで増加傾向で

推移していましたが、令和２（２０２０）年は減少しています。また、根尾地域では昭

和５５（１９８０）年、本巣地域では平成７（１９９５）年、糸貫地域では平成２２（２０１０）

年以降、減少傾向で推移しています。 

 

資料：国勢調査 

④ 人口増減の状況 

本市の人口増減は近年では自然減（死亡）、社会減（転出）が続いていましたが、

過去３年では自然減（死亡）は続いているものの、社会増減（転入・転出）は社会増

（転入）となっています。 

 

資料：岐阜県人口動態統計調査  

3,202 3,005 2,979 2,453 2,184 1,905 1,677 1,385 1,185 

6,036 7,465 8,331 8,445 8,361 8,285 8,082 7,650 7,143 

10,086 
11,076 11,505 11,657 11,799 11,908 12,069 11,660 11,460 

8,921 
9,769 

10,013 10,742 11,556 12,505 13,219 13,300 13,140 

28,245 

31,315 
32,828 33,297 33,900 34,603 35,047 33,995 32,928 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

根尾地域 本巣地域 糸貫地域 真正地域

-183 -22 -161 -71 -37 -171 -223 
80 

147 
98 

-141 

-133 

-172 
-174 -219 

-208 
-212 

-244 -272 -264 

-324 

-155 

-333 

-245 -256 

-379 
-435 

-164 
-125 

-166 

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

社会増減（転入・転出）数 自然増減（出生・死亡）数 人口増減数
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(２) 産業 

① 産業大分類別人口の推移 

産業大分類別人口は、第１次産業、第２次産業、第３次産業ともに減少傾向にあ

ります。 
 

 

※総就業者数には産業分類不詳が含まれているため、産業大分類人口の合計とは一致しない。 

資料：国勢調査 

 

② 農業 

本市の農林業は経営体数が減少しており停滞傾向にあります。 
 

農林業経営体数の推移 

 
※平成１２年の「林業経営体」数は「林家以外の林業事業体」数を含む。 

資料：農林業センサス 

  

1,696 1,346 1,316 1,065 

6,017 
5,327 5,013 4,818 

10,208 
10,013 10,153 

9,691 

18,055 
17,154 17,002 

16,013 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

第１次産業 第２次産業 第３次産業

260 
83 53 33 15 

1,872 

1,637 
1,444 

1,246 

934 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（経営体）

林業経営体数 農業経営体数
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③ 工業 

本市の工業は、製造品出荷額等が近年増加しており堅調となっています。 
 

製造品出荷額等の推移 

 

資料：工業統計調査、経済センサス活動調査（令和２年）、経済構造実態調査（令和３年～） 

 

 

④ 商業 

本市の商業は、小売業、卸売業の従業者数が減少を続けていましたが、近年は

増加しており、回復傾向にあります。 
 

小売業・卸売業従業者数の推移 

 
資料：商業統計調査（平成１９年）、経済センサス基礎調査（平成２１年、平成２６年）、 

経済センサス活動調査（平成２８年、令和３年） 

  

100,199 

113,330 

98,753 101,598 

128,517 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（百万円）

3,877 
3,576 

3,284 
3,116 

3,568 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

平成19年 平成21年 平成26年 平成28年 令和３年

（人）
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⑤ 観光 

本市の観光入込客数は、過去５年間で減少傾向にあります。 
 

観光入込客数の推移 

 
資料：岐阜県観光入込客統計調査 

 

 

 

 

  

804,442 

536,682 
498,882 

544,618 

455,370 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

（人）
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３． ウェルビーイング指標からみた本市の現状 

(１) ウェルビーイングアンケートの実施 

本計画の策定にあたり、市民の皆さんが感じている「幸福感」や「暮らしやすさ」

などを把握し、より暮らしやすいまちの実現に向けた取組を検討することを目的

として、ウェルビーイングアンケート（以下、「本巣市ウェルビーイングアンケート」と

いう。）を実施しました。 
 

① 実施概要 

実施期間 令和 7 年 7 月 2 日（水）～令和 7 年 7 月 18 日（金） 

実施方法 郵送配布、郵送またはオンラインで回収 

対   象 市内在住の 15 歳以上の市民 3,000 人（無作為抽出） 

有効回答数 
1,243 件 （回収率 41.4％） 

郵送回収 879 件   オンライン回収 364 件 

 

 

(２) 市民の幸福度・生活満足度の現状 

本巣市ウェルビーイングアンケートから、現状における市民の幸福度および生活

満足度の平均値を算出すると、幸福度は 6.76 で、全国平均※の 6.49、岐阜県平

均※の 6.48 よりも高くなっています。 

生活満足度については 6.22 で、全国平均※の 6.48、岐阜県平均※の 6.24

よりも低くなっています。 
※全国、岐阜県の平均は令和 6（２０２４）年度調査結果 
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市民の幸福度・生活満足度 
 

問．現在、あなたはどの程度幸せですか。 

「とても幸せ」を１０点、「とても不幸」を０点とすると、何点くらいになると思いますか。 

 

問．現在、あなたの住んでいる地域の暮らしにどの程度満足していますか。 

「とても満足」を１０点、「とても不満足」を０点とすると、何点くらいになると思いますか。 

 

※構成比は四捨五入しているため、内訳の合計が１００％にならない場合がある。  

0.2 

0.6 

1.4 

4.4 

4.4 

15.0 
13.5 

22.4 

22.1 

7.5 

8.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても不幸 ０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

とても幸せ １０点

回答割合 ％

幸福度

1.0 

1.3 

2.2 

6.6 

6.3 

19.0 

14.7 

19.4 

18.8 

5.3 

5.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

とても不満足 ０点

１点

２点

３点

４点

５点

６点

７点

８点

９点

とても満足 １０点

回答割合 ％

生活満足度

本巣市平均：6.76 

全国平均：6.49 

岐阜県平均：6.48 

※令和 6 年度調査 

本巣市平均：6.22 

全国平均：6.48 

岐阜県平均：6.24 

※令和 6 年度調査 
（N=１,235） 

（N=１,238） 



 

15 

第
2
章 

基
本
方
針 

 

第
1
章 

序
論 

第
3
章 

重
点
方
針 

第
4
章 

事
業
集 

資
料
編 

 

(３) 生活環境などに対する市民の現状認識 

本巣市ウェルビーイングアンケートから、生活環境・地域の人間関係・自分らしい

生き方に対する現状認識は、次のような結果となりました。 

生活環境に対しては「自宅には心地のいい場所がある」が最も評価が高く、「公

共交通機関で、好きなときに好きなところへ移動ができる」が最も評価が低くな

っています。 

地域の人間関係に対しては「私は、町内（集落）の人が困っていたら手助けをす

る」が最も評価が高く、「私は、見知らぬ他者であっても信頼する」が最も評価が低

くなっています。 

自分らしい生き方に対しては「将来生まれてくる世代のために、良い環境や文

化を残したい」が最も評価が高く、「やりたい仕事を見つけやすい」が最も評価が

低くなっています。 

 

 

本市の生活環境・地域の人間関係・自分らしい生き方について 

 
問．あなたは、生活環境についてどのように感じていますか。※1 

 

評価が高いベスト５ 

１ 自宅には、心地のいい居場所がある 

２ 自宅の近辺では、騒音に悩まされている※2 

３ 身近に自然を感じる 

４ 空気や水は澄んでいてきれい 

５ 日常の買い物にまったく不便がない 

 

評価が低いワースト５ 

１ 公共交通機関で、好きな時に好きなところへ移動ができる 

２ 自慢できる都市景観がある 

３ 楽しい時間を過ごせる娯楽施設がある 

４ 
防犯対策（交番・街燈・防犯カメラ・住民の見守り等）が整っており、

治安がよい 

５ 公共施設は使い勝手がよく便利である 
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問．あなたは、地域の人間関係についてどのように感じていますか。※1 

 

評価の高い順 

１ 私は、町内（集落）の人が困っていたら手助けをする 

２ 私は、同じ町内（集落）に住む人たちを信頼している 

３ 
地域活動（自治会・地域行事・防災活動等）への市民参加が盛んであ

る 

４ 私は、この町内（集落）に対して愛着を持っている 

５ 困ったときに相談できる人が身近にいる 

６ どんな人の意見でも受け入れる雰囲気がある 

７ 女性が活躍しやすい雰囲気がある 

８ 私は、町内（集落）の人が自分をどう思っているかが気になる 

９ 若者が活躍しやすい雰囲気がある 

１０ 私は、見知らぬ他者であっても信頼する 

 

 
問．あなたは、自分らしい生き方についてどのように感じていますか。※1 

 

評価の高い順 

１ 将来生まれてくる世代のために、良い環境や文化を残したい 

２ 私は、精神的に健康な状態である 

３ 私は、身体的に健康な状態である 

４ 自分のことを好ましく感じる 

５ 学びたいことを学べる機会がある 

６ 文化・芸術・芸能が盛んで誇らしい 

７ 新たな事に挑戦・成長するための機会がある 

８ 適切な収入を得るための機会がある 

９ やりたい仕事をみつけやすい 

 
※1 「非常にあてはまる：５点」「ある程度あてはまる：４点」「どちらとも言えない：３点」「あまりあてはまらない：２点」

「全くあてはまらない：１点」を評価点とし、全回答者の評価点の平均値が高い項目順（低い項目順）に掲載 
※2 「自宅の近辺では騒音に悩まされている」のみ「非常にあてはまる：１点」～「全くあてはまらない：５点」として評
価 
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(４) 主観指標・客観指標からみる本市の暮らしやすさ 

ウェルビーイング指標の２４のカテゴリーの主観指標（本巣市ウェルビーイング

アンケートにより収集）と客観指標（オープンデータから収集）について全国調査結

果に基づく本市の偏差値を示したレーダーチャートやＳＷＯＴ分析（※）の結果から

本市の暮らしやすさをみると、「健康状態」や「自己効力感」、「住宅環境」などは主

観指標・客観指標ともに偏差値が５０以上で高く評価されています。一方、「移動・

交通」や「都市景観」などは主観指標・客観指標ともに偏差値が５０未満で、本市の

弱みであり克服していく必要のある分野と捉えることができます。「雇用・所得」は

客観指標の偏差値は５５.８と高い一方、主観指標の偏差値は３４.８とギャップが

大きく、施策の推進と市民の認識にずれが生じています。 

 

全国の調査結果に基づく本市の偏差値 
 

 
※偏差値５０が全国平均を表す 

出典：２０２５年度版 Well-Being 個別調査 

 

 
 

 

 

（※）ＳＷＯＴ分析：Strength（強み）、Weakness（弱み）、Opportunity（機会）、Threat（脅威）の

4 つの視点から、まちが置かれている環境を整理し、まちの現状や課題を分析する手法。  

強み（主観・客観 偏差値 50 以上） 

弱み（主観・客観 偏差値 50 未満） 



 

18 

 

ＳＷＯＴ（強み・弱み・機会・脅威）の分析結果 
 

 T（脅威） O（機会） 

Ｓ
｟
強
み
｠ 

（主観 50 以上・客観 50 未満） 

○文化・芸術       ○子育て 

（主観・客観 50 以上） 

○健康状態       ○自己効力感 

○地域とのつながり ○環境共生 

○住宅環境         ○自然の恵み 

○自然災害 

Ｗ
｟
弱
み
｠ 

（主観・客観 50 未満） （主観 50 未満・客観 50 以上） 

○遊び・娯楽       ○雇用・所得 ○移動・交通     

○自然景観      

○事故・犯罪 

○初等・中等教育 

○医療・福祉 

○買物・飲食 

○公共空間 

○都市景観 

○事業創造 
○多様性と寛容性 
○教育機会の豊かさ 
○地域行政 
○デジタル生活 

 

 

 

  

強みとしてＰＲすべき分野 

弱みであり、克服していくべき分野 
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４． 市民のニーズ 

本計画策定にあたり、まちの目指すべき将来像に関する市民の皆さんのご意見

を把握するため、市民ワークショップなどを実施しました。 

 

(１) 市民ワークショップ 

① 実施概要 

テーマ 本巣市ツリーに願いをこめて「わたしが描く 20 年後の本巣」 

実施時期 
① 令和 7 年 8 月 23 日（土）16 時～20 時 30 分 

② 令和 7 年 9 月 1 日（月）～9 月 30 日（火） 

実施方法 

 対面による個人ワーク 

 「２０年後、こんなまちにしたい」という願いをシールに書いて、パネル

の木に貼っていただく。 

対   象 

① 東海環状自動車道本巣 IC〜大野神戸 IC 開通記念プレイベント

〜もとすまいるウォーク＆なつまつり〜の参加者 

② 市役所本庁舎来庁者 

実施場所 
① もとまるパーク（プレイベント内 観光 PR・物販ブース） 

② 市役所本庁舎市民スペース 

有効回答数 434 件（①389 件、②45 件） 

 

② 主な結果 

参加者の皆さんがシールに書いたご意見を、将来像に関連するキーワードに分

類すると、「みんなが楽しめる」、「笑顔あふれる」、「自然豊かな」、「平和な」、「子ど

もたちが／元気な／住みやすい／幸せな」などのご意見を数多くいただきました。 

 

将来像に関連するキーワード（上位１０位まで） 

  

14.3%

13.1%

11.8%

5.5%

5.1%

3.9%

3.9%

3.9%

3.9%

3.7%

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0%

楽しめる

みんなが

笑顔あふれる

自然豊かな

平和な

元気な

子どもたちが

住みやすい

幸せな

安全・安心な （N=434） 
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(２) 本巣市こども会議代表児童生徒アンケート 

① 実施概要 

テーマ 
２０年後、本巣市がどんなまちだったら、住み続けたい・戻ってきたいと思

いますか？ 

実施時期 令和 7 年 7 月１５日（火）～8 月２９日（金） 

実施方法 本巣市こども会議内で配布・学校を通じて回収 

対   象 本巣市こども会議代表児童生徒 

回収数 ２１名／９０件 

 

② 主な結果 

本巣市こども会議代表児童生徒の皆さんの回答を、将来像に関連するキーワー

ドに分類すると、「自然豊かな」「利便性の高い」「やさしい」「つながり合う」などの

ご意見を数多くいただきました。 

 

将来像に関連するキーワード（上位９位まで） 

 
 

  

42.9%

23.8%

23.8%

23.8%

23.8%

19.0%

19.0%

19.0%

19.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自然豊かな

利便性の高い

やさしい

つながり合う

みんなが

きれいな

活気のある

にぎやかな

暮らしやすい （N=21） 
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(３) 中学生ワークショップ 

① 実施概要 

テーマ 
市民みんなの思いをつないで、２０年後、本巣市がめざすまちの姿を言語

化しよう。 

実施時期 令和 7 年 9 月２４日（水）１８時３０分～１９時１５分 

実施方法 

 対面によるグループワーク 

 市民ワークショップや本巣市こども会議代表児童生徒アンケートで得

られた将来像に関連するキーワードから２０年後の本巣市が目指すま

ち姿のキャッチフレーズを考える。 

対   象 本巣市在住の中学生１３名（沖縄派遣研修参加者） 

実施場所 本巣市役所 本庁舎 3 階大会議室 

 

② 主な結果 

参加者の皆さんが選んだ将来像に関連するキーワードは、「自然豊かな」、「活気

のある」、「つながり合う」、「安全・安心な」、「利便性の高い」、「にぎやかな」、「人が

訪れる」、「心豊かな」、「誇りが持てる」などが多い結果となりました。 

 

将来像に関連するキーワード（上位９位まで） 

 

参加者の皆さんが考えた将来像 

・ 誰もがつながり合い 活気にあふれる 誇りが持てるまち・本巣 

・ 人がつながり 自然を誇れる 住みやすいまち 

・ 一人ひとりが輝ける 魅力的なまち 本巣 

・ 人が集まって盛り上がる 子どもから高齢者まで幸せに過ごせるまち 

38.5%

38.5%

30.8%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

23.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

自然豊かな

活気のある

つながり合う

安全・安心な

利便性の高い

にぎやかな

人が訪れる

心豊かな

誇りが持てる （N=13） 



 

22 

(４) 高校生ワークショップ 

① 実施概要 

テーマ 
市民みんなの思いをつないで、２０年後、本巣市がめざすまちの姿を言語

化しよう。 

実施時期 令和 7 年１０月 7 日（火）１５時２０分～１６時１０分 

実施方法 

 対面によるグループワーク   ※進行は対面・オンライン併用 

 市民ワークショップやこども会議で得られた将来像に関連するキーワ

ードから２０年後の本巣市が目指すまち姿のキャッチフレーズなどを考

える。 

対   象 県立本巣松陽高校 1 年の全生徒１７４名 (5 クラス、計３０グループ) 

実施場所 県立本巣松陽高校 各教室 

 

② 主な結果 

参加者の皆さんが選んだ将来像に関連するキーワードは、「利便性の高い」、「働

きやすい」、「人が訪れる」、「子育てしやすい」、「魅力的な」などが多い結果となり

ました。 

 

将来像に関連するキーワード（上位１０位まで） 

 

参加者の皆さんが考えた将来像（意見の要約） 

・ 自然と利便性が調和した魅力的なまち 

・ 誰もが住み続けたくなるまち 

・ 人が集まり、にぎわうまち 

・ 若者や文化が育つまち 

  

47.1%

28.7%

28.2%

25.9%

24.1%

23.0%

20.7%

18.4%

18.4%

15.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

利便性の高い

働きやすい

人が訪れる

子育てしやすい

魅力的な

自然豊かな

安全・安心な

災害に強い

楽しめる

活気のある （N=174） 
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(５) 中学生アンケート（教育委員会実施） 

① 実施概要 

テーマ ワクワクするような未来の本巣市を考えるアンケート 

実施時期 令和７年１０月１日（金）～１０月２０日（金） 

実施方法 オンラインアンケート 

対   象 
市内の中学校に通学する全校生徒（887 名） 

（根尾学園、本巣中学校、糸貫中学校、真正中学校） 

実施場所 738 件（回収率：83.2％） 

 

② 主な結果 

中学生の皆さんの「２０年後の本巣市をどんなまちにしたい？」という設問（選

択肢形式・単数回答）では、「自然を守りながら発展していくまち」、「若い人が集ま

り、若い力があふれ活気のあるまち」、「災害に強く安心して暮らせるまち」などの

回答が多い結果となりました。 

 

20 年後の本巣市をどんなまちにしたい？ 
 

     

  

自然を守りながら発展

していくまち

46.7

若い人が集まり、若い力

があふれ活気のあるまち

14.5

多くの観光客でにぎわうまち

9.9

災害に強く安心して暮らせるまち

11.5

子育てしやすいまち

6.0

学校や学びが充実しているまち

5.0

働く場所がたくさんあるまち

6.4

単位：％ 

（N=738） 
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(６) オンラインワークショップ 

① 実施概要 

テーマ みんなで語ろう、２０年後の本巣市 

実施時期 令和７年８月２３日（土）正午 ～９月３０日（火） 

実施方法 

 オンラインプラットフォーム「D-Agree」を活用し、登録していただい

た方からご意見をいただく。 

 チラシ配布（イベント時、自治会回覧、市役所庁舎内）、市ＨＰ掲載、

LINE 配信、ポスター看板設置（市役所庁舎内）などにより周知。 

対   象 どなたでも参加可能 

有効回答数 ８０件（登録者数：４２名、投稿者数：２１名） 

 

② 主な結果 

参加者の皆さんの投稿数が多く関心が深いと思われる分野は、本巣市第２次総

合計画の体系における分野に基づいて分類すると、「生活環境・安全」、「産業・雇

用」、「教育・文化」などが多い結果となりました。 
 

分野別の投稿数 

 

将来像に関するご意見（意見の要約） 

■ 生活環境・安全 

・ コンパクトで暮らしやすいまち 

・ 自然と共生し、安全な環境を守るまち 

■ 産業・雇用 

・ 若者が働きたくなる雇用環境のあるまち 

・ 地域資源を生かした観光・産業のあるまち 

■ 教育・文化 

・ 文化と教育が融合した誇りと学びのまち 

・ 誰もがスポーツや自然を楽しめる健康都市  

22
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4
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生活環境・安全
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教育・文化

自然環境・防災
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行政運営・市民協働
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５． 将来人口推計 

本巣市人口ビジョンに基づく人口推計の結果、２０年後の令和２７（２０４５）年の

本市の人口は２８,１８４人と推計されます。 
 

本市の人口の見通し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,192 3,737 3,654 3,818 3,986 4,045 3,986

18,656 17,963 17,226 16,148 14,713 13,925 13,500

10,080
10,251 10,129

10,102
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31,951
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年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

推計値
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第２章 基本方針 

１． 目指す将来像 

本市では、本巣市第２次総合計画において「自然と都市の調和の中で 人がつ

ながる 活力あるまち・本巣」を目指す将来像に掲げ、産業振興や子育て支援、教

育環境の整備など様々な施策を推進してきました。 

昨今、社会経済情勢は急速に変化し、市民のニーズも多様化しており、これらの

変化に対応しながら将来にわたって市民が幸せを実感でき、希望をもてるまちづ

くりを推進していくことが求められます。また、令和７（２０２５）年８月、東海環状

自動車道の本巣インターチェンジ（ＩＣ）から大野神戸ＩＣが開通したことから、この

高いポテンシャルを生かし、より利便性が高く、活力あるまちづくりを推進してい

くことが求められます。 

こうした本市が置かれている背景と、市民・高校生・中学生ワークショップで得

られた本市の将来の姿に対する意見を踏まえて、２０年後の目指すべき将来像を

以下の通り定めます。 

 

 

 

 

 
 

 

【ひととまちがつながる】 

 

 

 

 

【笑顔あふれ】 

 

 

 

【暮らしやすいまち】 

 

 

 

  

ひととまちがつながる  
笑顔あふれ 暮らしやすいまち・本巣 

市民の地域内でのつながりを大切にするとともに、東海環状自動車道の本巣

ＩＣ開通を契機に、市外の人々やまちとの新たな交流を促進し、「わがまち・本

巣」の賑わいと活気を一層高めていくことを目指します。 
 

市民が日々の暮らしの中で幸せを実感でき、元気に心豊かに過ごせる、「笑

顔あふれる」まちを目指します。 
 

生活利便性の向上や安全・安心の向上などに対する市民の高いニーズに対応

するため、より「暮らしやすい」まちを目指します。 
 



 

27 

第
2
章 

基
本
方
針 

 

第
1
章 

序
論 

第
3
章 

重
点
方
針 

第
4
章 

事
業
集 

資
料
編 

２． まちづくりの視点 

本市の目指す将来像を実現する上で、大切に共有したい基本的な考え方として、

まちづくりの視点を次のとおり定めます。 
 

 

東海環状自動車道の本巣ＩＣ開通の高いポテンシャルを最大限生かしながら、持

続可能性を重視し、未来へつなげる住みよいまちづくりを進めます。 
 

 

一人ひとりがまちづくりの主役です。多様化する地域課題に対して、一人ひとり

が自ら考え、行動し、課題解決へと取り組んでいくことが重要です。 
 

 

地域にはあらゆる世代、様々な役割をもった人たちが暮らしています。誰にで

も居場所、活躍の場があり、お互いに支え合うことができます。世代や地域を越え

て支え合い、つながりを広げて協力し合うまちづくりを進めます。 

 

 

 

３． まちづくりの目標 

市民のウェルビーイング（幸福度・生活満足度）を高めるまちづくりを目指し、市

民の幸福度、生活満足度を本計画の成果指標として位置づけます。 

令和７（２０２５）年度に実施した本巣市ウェルビーイングアンケートの結果にお

いて、市民の現在の幸福度は６.７６、生活満足度は６.２２となっており、これを基

準値とし、市民のウェルビーイングのさらなる向上を目標として各施策を推進しま

す。 

 

■成果指標と目標 

指標名 基準値（R7） 目 標（R11） 

市民の幸福度 6.76 上昇 

生活満足度 6.22 上昇 

※基準値は令和７（２０２５）年度の本巣市ウェルビーイングアンケート結果に基づく 

（点数は平均値を表す）  

未来へつなげる住みよいまち 

一人ひとりが自立するまち 

支え合い、つながり広がるまち 
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４． 基本目標 

目指す将来像を実現するため、まちづくりの視点およびまちづくりの目標を踏

まえて６つの基本目標を定めます。基本目標は、本市が取り組むべきまちづくりの

基本的な方向性を示すものです。 

 
 

 

南北に貫く清流根尾川と、北部地域の森林地帯、南部地域の田園地帯といった

豊かな自然環境を保全するとともに、濃尾地震（濃尾大震災）（※）の震源地である

本市の特性を踏まえ防災・減災の取組を継続して推進します。また、都市機能の更

なる充実を図るとともに、北部と南部の地域特性を生かした快適な生活環境の形

成と各地域に適した対策を推進します。 
 

 

東海環状自動車道の本巣ＩＣ開通の高いポテンシャルを最大限生かして企業誘

致や新産業の創出などに取り組み、起業や就業の場のさらなる創出を図ります。 

農林業については後継者不足など将来の経営に対する不安が大きく、経営基

盤の強化とともに、新たな取組を推進します。また、本市が誇る貴重な地域資源を

活用し、近隣市町とも連携しながら観光の振興を図ります。 
 

 

こどもや子育て世代に対して包括的かつ切れ目のない支援を行い、地域でこど

もを育てる環境づくりを推進します。また、未来を担うこどもたちが充実した学校

生活を送り、安心して学べるよう、教育環境の充実を図ります。 
 

 

誰もが暮らしやすい地域社会を形成するため、健康維持・増進に向けた取組や

互いに支え合う仕組みの構築を推進します。また、安心して医療機関を利用でき

るよう、医療体制の充実に努めます。 
 

 

 

（※）濃尾地震（濃尾大震災）：明治２４（1891）年１０月に本巣市根尾を震源として発生した推定マグニ

チュード８.０（震度 7）の直下型地震で、当時の日本の内陸部で最大級の被害をもたらした大

地震。根尾水鳥地区では、最大で垂直に６ｍの断層が生じ、断層線は地表に現れたものだけで

全長 80km におよび現在でも 400m ほどが残っている。  

1.安全・安心で暮らしやすいまち（自然環境・防災・生活環境） 

2.資源を生かして活力を創造するまち（産業・雇用） 

3.笑顔あふれるこどもたちを育むまち（子育て・学校教育） 

4.誰もが健やかに生活できるまち（健康・福祉・医療） 
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心豊かな市民の暮らしを実現するため、互いに学び合い、育ち合う学習や芸術・

文化活動、スポーツなどに取り組める環境づくりを推進します。また、人権に対す

る意識を高め、お互いを尊重しながら共に生きる地域社会の形成に努めます。 
 

 

行政から市民へ広く情報を公開し、行政と市民とがそれぞれ自律し協働による

まちづくりを推進します。また、限られた財源の中で効率的かつ効果の高い行政

運営を推進します。 

市民協働や行政運営は、まちづくり全体に関わる共通の基盤として、分野横断

的に施策の推進を図ります。 

  

5.自分らしい生き方ができるまち（文化・生涯学習・人権） 

6.みんなが主役の自律したまち（市民協働・行政運営） 
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５． 地域の実情に応じたまちづくりの推進 

(１) 本市の地勢 

本巣市は岐阜県南西部に位置し、濃尾平野の最北端に広がる市域は、北部の山

間地域から南部の平坦地まで多様な地形で構成されています。市の北部には 能
の う

郷
ご う

白山
はくさん

をはじめとした山間地域が連なり、根尾川の浸食によって形成された峡

谷型の山村地域が広がっています。これらの地域は急峻な地形と豊かな森林資源

を抱え、自然環境に恵まれる一方で、交通条件や生活利便性の確保が難しく、加え

て若年層を中心とした人口流出が進行していることが大きな課題となっています。 

一方、市の南部は根尾川がつくり出した扇状地形が発達し、その地質的特性か

ら肥沃で水はけのよい農地が広がっています。こうした自然条件を背景に、古く

から農業を基盤とした土地利用が進み、市街地や住宅地も主要交通軸に沿って発

展してきました。 

このように、本市の地勢は「北部山間部の峡谷地形」と「南部平坦部の扇状地」

という対照的な特徴を有しており、これが地域ごとに異なる生活環境や産業構造

を形成してきました。 
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(２) 地域ごとの課題に対応したまちづくり 

市域の地勢は豊かな自然環境と農業基盤をもたらす一方で、山間地域における

公共交通の確保、生活サービスの維持、人口流出への対応、急峻な地形に起因す

る災害リスクや扇状地に特有の土砂災害・浸水リスク、さらには平野部と山間部に

おける人口動向や土地利用傾向の違いなど、様々な課題を生じさせています。 

市民の幸福度にも地域ごとで差が見られる項目があります。医療や子育てなど

の生活サービスの利便性や公共交通機関での移動のしやすさなどについては、北

部の根尾地域、本巣地域で評価が低くなっています。一方、生活環境（騒音）や自

然景観などについては、南部の糸貫地域、真正地域で評価が低くなっています。 

地域ごとに異なる課題に対しては、多様な自然環境と地域性を最大限に生かし

ながら、地域の実情に応じた施策を展開し、誰もが安心して暮らし続けられる持続

可能な地域づくりを進めていきます。 
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第３章 重点方針 

１． 重点施策の設定 

本巣市ウェルビーイングアンケート結果などに基づく市民ニーズや各種調査結

果に基づく本市における重点課題などを踏まえて、今後４年間で取り組むべき緊

急性・重要性が高く、市民のウェルビーイング向上を図るために優先的に取り組む

べき施策として、下図に示す 8 つを「重点施策」として抽出しました。 

地域ごとの課題に着目すると、特に「快適な生活環境」、「医療・福祉」などで北

部と南部の地域差が見られ、地域の実情に応じた施策の展開が求められます。 

以上を踏まえて、次に示す 8 つの分野を「重点施策」に位置づけます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.  

防災対策 

の充実 

【自然災害】 

 

2-1. 

産業振興 

【雇用・所得】 

3-1.  

子育て・教育 

【子育て】 

【初等・中等教育】 

4-1.  

健康維持 

・増進 

【健康状態】 

4-2. 

医療・福祉 

【医療・福祉】 

5-1. 

文化・芸術 

生涯学習 

【教育機会の豊かさ】 

 
6-1. 市民協働・ 

行政運営 

【地域とのつながり】 
【自己効力感】 
【地域行政】 

   重点施策 1    重点施策２    重点施策３    重点施策４ 

   重点施策５    重点施策６    重点施策７    重点施策８ 

1-2.  
快適な 

生活環境 

【自然・都市景観】 

【公共空間】 
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２． 基本目標と重点施策の関係 

第２章で示した基本目標と、重点施策との関係性について、

ウェルビーイング（※）の２４のカテゴリーに着目して図の通り整

理しました。「重点施策」に位置づけない施策の分野は、個別計

画のもとで推進していきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※）ウェルビーイング：単なる経済的豊かさにとどまらず、身体的・精神的・社会的

に良好な状態にあること。  

市民の
ウェルビーイング

向上

自然
の
恵み

環境
共生

自然
災害 事故

・
犯罪

都市
景観

自然
景観

公共
空間

移動
・

交通

住宅
環境

雇用
・

所得

子育て

健康
状態

教育機会
の豊かさ

医療
・

福祉

多様性・
寛容性

地域との
つながり

自己
効力感

デジタル
生活

地域
行政

自然環境
防災

消防、防犯、
交通安全

自然
・

都市景観

土地利用
道路

公園・緑地
上下水道

公共交通

住環境
空き家対策

産業振興
企業誘致

観光

商業
振興

レクリエー
ション

子育て支援
児童福祉
母子保健

学校教育

医療
地域福祉
高齢者福祉
障がい者福祉

生涯学習
生涯スポーツ

人権、
男女共同参画、

地域
コミュニティ
市民協働

情報化

行政運営

買物
・

飲食

遊び
・

娯楽

初等
・

中等教育
健康維持

・
増進

文化
・

芸術文化
・

芸術

国際
・

地域間交流

事業
創造

起業
・

創業支援

地球温暖化対策推進実行計画、
森林経営管理推進計画、

森林整備計画、
一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

国土強靭化地域計画、
地域防災計画、水防計画、
業務継続計画、受援計画、
災害廃棄物処理計画、

空家等対策計画

空家等対策計画、
耐震改修促進計画、

公営住宅等長寿命化計画

総合戦略、
地域公共交通計画

国土利用計画（本巣市計画）、
都市計画マスタープラン、

道路網整備計画、
橋梁長寿命化修繕計画、

水道ビジョン、下水道ビジョン、
生活排水対策推進計画

総合戦略

総合戦略、
農業振興地域整備計画書、

地域農業経営基盤強化促進計画、
鳥獣被害防止計画

総合戦略

総合戦略、
こども計画、
母子保健計画

総合戦略、
教育振興基本計画、

学校施設長寿命化計画

総合戦略、
健康増進計画

総合戦略、
国民健康保険保健事業実施計画、
地域福祉計画・地域福祉活動計画、

老人福祉計画、
障がい者福祉計画、

障がい福祉計画・障がい児福祉計画

総合戦略、
史跡船来山古墳群
保存活用計画、

史跡船来山古墳群
整備基本計画

総合戦略、
人権施策推進指針、
男女共同参画プラン

総合戦略、
市民協働指針

総合戦略、
行財政改革大綱、

公共施設等総合管理計画、
公共施設再配置計画

DX推進計画、
DX推進計画

アクションプラン

国民保護計画、
空家等対策計画

景観計画、
空家等対策計画

ウェルビーイングの24のカテゴリー

施策の分野

市政運営方針 基本方針

市政運営方針 重点方針

市の主な個別計画

凡 例
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３． 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

安全・安心で 
暮らしやすいまち 

（自然環境・防災・生活環境） 

基本目標２ 

資源を生かして 
活力を創造するまち 

（産業・雇用） 

基本目標３ 

笑顔あふれる 
こどもたちを育むまち 

（子育て・学校教育） 

基本目標４ 

誰もが健やかに 
生活できるまち 
（健康・福祉・医療） 

基本目標５ 

自分らしい生き方が 
できるまち 

（文化・生涯学習・人権） 

基本目標６ 

みんなが主役の 
自律したまち 

（市民協働・行政運営） 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策 8 

6‐1. 市民協働 
・行政運営 

【地域とのつながり】 

【自己効力感】 

【地域行政】 

将来像 

重点施策 

まちづくり
の 
視点 

基本目標 

ひととまちがつながる 笑顔あふれ 暮らしやすいまち・本巣 

 
 

一人ひとりが自立するまち 未来へつなげる住みよいまち 支え合い、つながり広がるまち 

具体的な 
施策 

①災害時における
自助・共助の促進 

②災害時要配慮者
への支援 

③総合防災対策の
確立 

④災害リスクが低い
都市構造の実現 

①美しく快適な景観

づくり 

②利便性が高く快適

な公共空間の創出 

①企業誘致の促進 

②地域内産業の

支援と活性化 

③就労環境の充実 

④観光の振興 

①子育て支援の充実 

②母子の健康保持・

増進 

③幼児教育・学校教育

の充実 

④青少年の健全育成 

①ライフステージに

応じた健康づくり

の推進 

②疾病予防・重症化

予防 

①医療体制の充実 

②地域共生社会

の実現に向け

た取組 

①歴史・文化の保存・

継承 

②文化・芸術の振興 

③生涯学習の推進 

④生涯スポーツの

推進 

①地域コミュニティ

の活性化 

②協働のまちづくり

の推進 

③効果的・効率的な

行財政運営 

 

 
5-1. 文化・ 

芸術・生涯学習 

【 】 

重点施策 7 
 

4-1. 健康維持 
・増進 

【健康状態】 

重点施策 5 
 

3-1. 子育て・
教育 

【子育て】 

【初等・中等教育】 

重点施策 4 
 

2-1. 産業 
振興 

【雇用・所得】 

重点施策 3 
  

1-2. 快適な 
生活環境 

【自然・都市景観】 

【公共空間】 
 

重点施策 2 
 

1-1. 防災対策 
の充実 

【自然災害】 

重点施策１ 
 

4-2. 医療 
・福祉 

【医療・福祉】 

重点施策 6 

重
点
方
針 

基
本
方
針 

 重点施策の実現に向けて推進していくべき取組（重点事業）を具体的な施策ごとに整理 

事業集 
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４． 重点施策と具体的な施策 

 

■ページの見方  

 

 

 

 

  

■関連する持続可能な

開発目標（SDGs） 
各重点施策に関連する

SDGｓを示しています。 

■SDGｓについて 
SDGｓは、平成 27（2015）年の国連サミット

で採択された国際社会全体の１７の開発目標

であり、「誰一人取り残さない」社会の実現を

目指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課

題に統合的に取り組むものです。 

 

■重要目標達成指標（KGI） 
重点施策ごとに、「具体的な施策」を推

進した成果を評価するための指標を設

定し、「基準値」（実績値）と4年後の令和

１１年度の「目標」を示しています。 

■推進方針 
４年間の計画期間の中で、各
重点施策においてどのように
まちづくりを推進していくか
の方針を示しています。 

８つの「重点施策」のど
れに該当するのかを示
しています。 

■具体的な施策 
推進方針に基づき各重点施策で
推進する「具体的な施策」とその
内容、担当課を示しています。 
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1-1. 防災対策の充実 
（１） 防災対策の充実 

■推進方針 

・市民一人ひとりが自助（※）・共助（※）の意識をもって災害への備えができるよう

支援するとともに、災害時に高齢者などの要配慮者の孤立を防ぐことができ

るよう、防災対策の充実を図ります。 

・防災士の養成や自治会の「地区防災計画」の策定支援、次世代の防災リーダー

の養成などを進めることにより、地域の防災力を高めます。 

・あらゆる災害を想定して、人命の保護、重要機能の維持、被害の最小化、迅速

な復旧復興が行える体制を整えます。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

  

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私の暮らしている地域では、防災対策が

しっかりしている 
3.12 上昇 

私の暮らしている地域では、地域活動（自

治会・地域行事・防災活動等）への市民参

加が盛んである 

3.22 上昇 

 
 

 

 

 

 

 

（※）自助：災害時に自分や家族の命を自分で守ることであり、平常時からの備え（家具の固定、備蓄、

避難行動の確認など）や、発災時の適切な判断・行動。 
（※）共助：地域や近隣住民などが互いに協力し、助け合うことであり、発災時の声かけや救助、平時の

防災訓練や地域防災活動など、地域コミュニティによる取組。  

重点施策 1 



 

37 

第
2
章 

基
本
方
針 

 

第
1
章 

序
論 

第
3
章 

重
点
方
針 

第
4
章 

事
業
集 

資
料
編 

 

■具体的な施策 

 

具体的な施策① 災害時における自助・共助の促進 

近年、本市では自治会加入率が低下傾向にあります。こうした状況の中で、自治

会の中には未加入世帯や一人暮らしの高齢者、外国人の方々に個別に声かけを

行い、連絡先の把握や安否確認体制の構築を進めるなど、災害時を見据えた地域

の防災力向上に取り組む事例が見られます。また、地域の防災訓練では火災発生

時の初期消火方法の指導など、自助の促進につなげる活動も実施されています。 

こうした地域の取組と連携し、地域防災力のさらなる向上を図るため、市民防

災士の養成や次世代を担う若者の防災意識の醸成、ホープ防災リーダーズ（※）の

養成などを推進します。 

【担当課：総務課、社会教育課】 

 

具体的な施策② 災害時要配慮者への支援 

高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難を図るため、

市民からの情報提供の協力を得て、避難行動要支援者名簿を作成し、地域で支援

に関わる関係者に提供します。なお、避難行動要支援者の状況は時間経過ととも

に変化するものであるため、定期的に実態を把握するように努め、適宜、名簿を

更新します。 

【担当課：福祉支援課】 

 

具体的な施策③ 総合防災対策の確立 

市民への迅速かつ適切な情報伝達のため、スマートフォン向け防災アプリの普

及を図ります。また、災害時の迅速な復旧につなげるため、地籍調査を推進します。 

【担当課：総務課、都市計画課】 

 

具体的な施策④ 災害リスクが低い都市構造の実現 

市全体の防災性を高めていくため、今後のまちづくりに際し、災害リスクが低い

地域に居住区域や都市機能を誘導し、災害時の被害軽減を図ります。また、住宅

やインフラの耐震化、危険ブロック塀などの撤去・改修を推進します。 

【担当課：都市計画課、上下水道課】 
 

（※）ホープ防災リーダーズ：地域の防災力向上を目的に、市が発足した中高生主体の防災人材組織で

あり、防災士資格取得者やジュニア防災リーダーが、学校・家庭・地域での防災行事への参画な

どを通じて、啓発活動に取り組む。  
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1-2. 快適な生活環境 

（２） 快適な生活環境 

■推進方針 

・美しく快適な都市景観の形成を推進し、居住環境の魅力向上を図ります。 

・山並みや根尾川の雄大な自然の恵みによって構成される美しい自然景観と、

伝統的な農山村の原風景を守り生かすため、市民と行政の協働により美しい

景観を創り、育みます。 

・土地利用の適正化と道路網の体系的整備を推進することで、安全・安心で快適

な都市環境を確保するとともに、自然環境との調和を図りながら、賑わい創出

と地域活性化を促進する公共空間の創出を目指します。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

    

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私の暮らしている地域には、自慢できる

都市景観がある 
2.60 上昇 

私の暮らしている地域には、自慢できる

自然景観がある 
3.01 上昇 

暮らしている地域の雰囲気は、自分にと

って心地よい 
3.38 上昇 

私の暮らしている地域には、まちなか、公

園、川沿い等で、心地よく歩ける場所があ

る 

3.25 上昇 

 

  

重点施策 2 
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■具体的な施策 

 

具体的な施策① 美しく快適な景観づくり 

本市が誇る美しい自然環境や田園風景を生かして良好な景観を形成するため、

自然や生態系の保護や農地の健全な維持、屋外広告物の規制などを推進します。

また、快適な生活環境を守るため、下水道の安定的な供給などを推進します。 

【担当課：農政課、林政課、商工観光課、都市計画課、上下水道課】 

 

具体的な施策② 利便性が高く快適な公共空間の創出 

公共施設などの生活サービスや道路・公共交通の利便性については、北部と南

部の地域で異なるのが実情です。こうした各地域の実情を十分踏まえて、市民に

とって利便性が高く快適な公共空間を創出していくため、都市計画マスタープラ

ン（※）の改定や市民の憩いと賑わい創出の場となる交流拠点の整備、幹線道路の

整備、通学路の安全対策などを進めます。 

【担当課：建設課、都市計画課】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（※）都市計画マスタープラン：長期的視点に立った都市の将来像を明確にし、その実現に向けての大

きな道筋を明らかにするもの。地域に密着した見地から、その創意工夫の下に、市町村の定め

る都市計画の方針を定めるもの。そのほか、県が定める都市計画の基本方針である「都市計画

区域マスタープラン」がある。  



 

40 

 

 

2-1. 産業振興 

（３） 産業振興 

■推進方針 

・東海環状自動車道の本巣ＩＣ開通の高いポテンシャルを最大限生かし、市内へ

の企業誘致をさらに進め、新たな産業の創出や雇用の場の確保を図ります。 

・農林業や商工業の振興、観光振興、魅力ある特産品の開発などを推進し、地域

内産業の活性化を図ります。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

      

  

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私の暮らしている地域では、やりたい仕

事を見つけやすい 
2.41 上昇 

私の暮らしている地域では、適切な収入

を得るための機会がある 
2.44 上昇 

 

  

重点施策 3 
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■具体的な施策 

 

具体的な施策① 企業誘致の促進 

本市では、就職を機に市外・県外へ転出する人が多い傾向にあり、若い世代の

転出を防ぐ上で働く場の充実は大きな課題となっています。東海環状自動車道本

巣ＩＣを活用した企業誘致を推進することにより、地域の産業振興と安定した雇用

を確保します。 

【担当課：商工観光課（企業誘致推進室）】 
 

具体的な施策② 地域内産業の支援と活性化 

農林商工業の地域内産業全体の活性化のため、情報通信技術（ＩＣＴ）や人工知

能（ＡＩ）などを活用したスマート農業の導入や新規就農・林業就業者の支援、農産

物のブランド化と販路拡大、商工会活動の支援、事業継承や創業支援、ふるさと

納税制度を活用した本市の魅力の発信などを推進します。 

【担当課：企画広報課、農政課、林政課、商工観光課】 

 

具体的な施策③ 就労環境の充実 

地域においては、学校や関係団体が主体となり、生徒だけでなく保護者を対象

とした市内企業の見学会を開催するなど、雇用の確保につながる取組が行われて

います。 

本市においては、多様な就労環境の充実と雇用の確保を図るため、女性や障が

い者を対象とした就労支援に加え、企業や関連団体、関係市町、大学などの産官

学連携による市内企業への就職支援、起業・創業支援、人材確保などの取組を推

進します。また、安全な就労環境の確保やスマート農業などＡＩを活用した技術の

導入支援を行います。 

【担当課：企画広報課、福祉支援課、農政課、林政課、商工観光課】 
 

具体的な施策④ 観光の振興 

本市は、国の天然記念物であり日本三大桜の一つに数えられる淡墨桜をはじめ、

清流根尾川が育む豊かな自然、学術的な価値が極めて高く国の特別天然記念物

に指定され、世界的にも著名な根尾谷断層、幻想的なホタル、そして全国に誇る特

産品である富有柿など、多様で貴重な地域資源を有しています。 

これらの地域資源を生かし、魅力的な観光コンテンツの創出、特産品の開発・販

路拡大、魅力発信などを推進します。また、近隣市町と連携した広域観光を推進し

ます。 

【担当課：商工観光課】  
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3-1. 子育て・教育 

（４） 子育て・教育 

■推進方針 

・安心して地域でこどもを育てられる環境を整えるため、少子化対策や子育て

支援の充実、学校教育の改善を図るとともに、「本巣市こどもの権利条例（※）」

に基づき、こどもの意見を尊重し、主体的な参画を促進します。 

・こどもや若者、子育て当事者のライフステージ（※）に応じて切れ目なく支援する

体制を整え、条例の理念を踏まえ、全ての人がこどもと一緒に元気になれる

「本巣市こどもまんなか社会」の実現を目指します。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

      

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私の暮らしている地域では、子育て支援・

補助が手厚い 
3.13 上昇 

私の暮らしている地域では、子どもたち

がいきいきと暮らせる 
3.23 上昇 

私の暮らしている地域では、教育環境（小

中高校）が整っている 
3.33 上昇 

私の暮らしている地域では、通学しやす

い場所に学校がある 
3.22 上昇 

 

 
（※）本巣市こどもの権利条例：児童生徒が主体となり「子どもが幸せに生きられる社会」を目指す「本

巣市こどもの権利条例」を令和 7（2025）年 3 月制定。国連が定める子どもの権利条約の学

習や専門家の助言を経て、約２,5００人の児童生徒が意見を出し合い、学校ごとの案を児童

会・生徒会サミットで議論し、全国でも例のないこども自身が創り上げた条例。 
（※）ライフステージ：人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段

階。  

重点施策 4 
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■具体的な施策 

 

具体的な施策① 子育て支援の充実 

子育て環境の充実と保護者の子育てに対する負担軽減を図るため、出産・子育

て家庭への経済的支援、学校給食における食育の推進、子育て支援センターの充

実や一時保育・留守家庭教室の充実などに取り組みます。 

【担当課：福祉支援課、教育総務課、学校教育課（給食センター）、幼児教育課】 

 

具体的な施策② 母子の健康保持・増進 

妊娠期から切れ目のない支援を行い、安心して妊娠・出産でき、乳幼児の健や

かな成長を支えるため、妊婦健康診査や相談支援、経済的支援などを推進します。 

【担当課：健康支援課】 

 

具体的な施策③ 幼児教育・学校教育の充実 

幼児園や学校、ＰＴＡや保護者会などの関係団体、地域との連携を図りながら、

こどもたちの生きる力や学ぶ力、まちへの愛着を育んでいくため、主体的・対話的

で深い学びや英語・デジタル教育の推進、多様な教育ニーズへの対応、いじめ・不

登校対策、ふるさと学習やキャリア教育（※）・道徳教育の推進を図ります。 

【担当課：学校教育課】 

 

具体的な施策④ 青少年の健全育成 

地域と連携して青少年の健全育成を図るため、コミュニティ・スクール（※）や地域

学校協働活動（※）を推進します。また、青少年の社会参画力の育成やまちづくりを

担う次世代リーダーの育成、青少年に対する効果的な広報活動などを推進します。 

【担当課：学校教育課、社会教育課】 
 
 

（※）キャリア教育：こどもたちが、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしなが

ら、自分らしい生き方を実現するための力を育むことを目指す教育。 
（※）コミュニティ・スクール：学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反

映させることで、一緒に協働しながらこどもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校

づくり」を進める法律（地教行法第 47 条の５）に基づいた仕組み。 
（※）地域学校協働活動：地域の高齢者、成人、学生、保護者、PTA、NPO、民間企業、団体・機関等の幅

広い地域住民の参画を得て、地域全体でこどもたちの学びや成長を支えるとともに、「学校を

核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相互にパートナーとして連携・協働して行う

様々な活動。  



 

44 

 

 

4-1. 健康維持・増進 

（５） 健康維持・増進 

■推進方針 

・市民の一人でも多くの方が、長く健康的に生活することができるよう、健康維

持・増進の取組の充実を図ります。 

・市民の健康意識の向上のための情報提供や保健指導などにより、生活習慣病

の発症予防、重症化予防を推進します。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私は、身体的に健康な状態である 3.47 上昇 

私は、精神的に健康な状態である 3.57 上昇 

 
  

重点施策 5 
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■具体的な施策 

 

具体的な施策① ライフステージに応じた健康づくりの推進 

市民の健康維持と健康寿命の延伸を図るため、高齢者の介護予防やサロン、フ

レイル予防（※）、健（検）診受診の促進、自発的な健康づくりを促すための広報など

を推進します。 

【担当課：長寿支援課、健康支援課】 

 

具体的な施策② 疾病予防・重症化予防 

生活習慣病やがんの早期発見・重症化予防につなげるため、特定健診・特定保

健指導やがん検診を実施します。また、高齢者の口腔機能の維持・向上、先進疾患

の予防などを推進します。 

【担当課：市民課、健康支援課】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※）フレイル予防：病気ではないものの、筋力や心身の活力が低下し介護が必要になりやすい状態（健

康と要介護の中間の段階）をフレイルといい、介護が必要となると自立した状態に戻ることは

難しいが、その前段階のフレイルは予防・回復が可能。  
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4-2. 医療・福祉 

（６） 医療・福祉 

■推進方針 

・地域の在宅医療を充実させ、経営の安定化を図りつつ、救急・高度医療機関と

の広域連携を強化して、市民に安心できる医療体制を提供します。 

・高齢者福祉、障がい者福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、

市民一人ひとりが生きがいや役割を持って助け合いながら暮らせる「地域共

生社会」の実現に向けた取組を推進します。また、高齢者が住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域で支え合い

ながら、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が包括的・一体的に提供される

地域包括ケアシステム（※）の構築に向けた取組を推進します。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

      

  

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

暮らしている地域は、医療機関が充実し

ている 
3.31 上昇 

私の暮らしている地域では、介護・福祉施

設のサービスが受けやすい 
3.17 上昇 

 

 
（※）地域包括ケアシステム：住み慣れた地域の中で、必要に応じて医療・介護・介護予防・住まい・生活

支援が一体的に提供される仕組みのこと。  

重点施策 6 
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■具体的な施策 

 

具体的な施策① 医療体制の充実 

診療所などの身近な医療機関では、訪問診療など在宅医療体制を充実し、地域

のかかりつけ医として、地域とのつながりを深めていきます。また、経費の削減、

診療体制の見直しにより経営の安定化を図ります。 

入院や手術などを担う専門性の高い医療機関、かかりつけ医等では対応が難し

い高度な救命救急や専門治療を担う医療機関との広域的な連携を図ることで、市

民の安心を確保します。また、地域の開業医や診療所と総合病院との連携を強化

し、医療体制の充実を図ります。 

【担当課：市民課、健康支援課】 

 

具体的な施策② 地域共生社会の実現に向けた取組 

誰もが安心して暮らせる地域共生社会を構築するため、医療費の助成や相談体

制の構築、障がい者・障がい児に対する支援、認知症対策、高齢者の介護予防や移

動支援など地域の実情に応じた福祉サービスの提供を推進します。 

【担当課：市民課、福祉支援課、長寿支援課】 
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5-1. 文化・芸術・生涯学習 

（７） 文化・芸術・生涯学習 

■推進方針 

・本市が誇る文化・芸術を次世代に継承していくため、こどもたちが文化や芸術

に触れる機会を充実させるとともに、これらの地域資源を市内外に発信するこ

とにより、文化・芸術の振興を図ります。 

・市民が、生涯を通じて主体的に学び、スポーツに親しむことができるよう、多

様化する市民ニーズを踏まえて生涯学習や生涯スポーツの機会の充実を図り

ます。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

     

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

暮らしている地域は、文化・芸術・芸能が

盛んで誇らしい 
2.76 上昇 

将来生まれてくる世代のために、良い環

境や文化を残したい 
3.88 上昇 

私の暮らしている地域では、学びたいこ

とを学べる機会がある 
2.88 上昇 

 
  

重点施策 7 



 

49 

第
2
章 

基
本
方
針 

 

第
1
章 

序
論 

第
3
章 

重
点
方
針 

第
4
章 

事
業
集 

資
料
編 

 

■具体的な施策 

 

具体的な施策① 歴史・文化の保存・継承 

本市の貴重な郷土芸能である真桑人形浄瑠璃（※）は、地元の保存会によって守

り続けられ、真正中学校の生徒たちも奉納上演に参加するなど、地域の人々の手

で技の継承が行われています。また、根尾学園では、ふるさと科という独自のカリ

キュラムで地域の歴史文化を学習し、学習活動の一環として、生徒たちが「桜ガイ

ド」として淡墨桜の魅力を発信する活動を行っています。 

こどものころから「ふるさと・本巣」の歴史・文化や地域資源に触れる機会の充

実を図り、将来の地元への郷土愛の醸成や定住意識の向上につなげるため、淡墨

桜や埋蔵文化財の保護、無形文化財の継承・活用、伝統文化活動の支援などを推

進します。 

【担当課：社会教育課】 

 

具体的な施策② 文化・芸術の振興 

市民の暮らしの質を高めるとともに、心豊かな感性を育み、まちへの誇りと愛

着の醸成につなげるため、文化・芸術活動の普及や文化・芸術に親しむ機会の充

実を図ります。 

【担当課：社会教育課】 

 

具体的な施策③ 生涯学習の推進 

市民が主体的に生涯学習に取り組み、その成果を生かすことができるよう、市

民ニーズを踏まえた生涯学習の機会の充実や生涯学習の推進主体となる文化団

体などの運営支援を推進します。また、本市独自の取組である「数学のまちづくり」

の普及を図るため、算数・数学甲子園の開催や「数学のまち 本巣」の市内外への

発信などを推進します。 

【担当課：社会教育課】 

 

具体的な施策④ 生涯スポーツの推進 

市民誰もが気軽にスポーツに親しむことができるよう、ウオーキング・ランニン

グ大会の開催やスポーツ団体の運営支援を推進します。 

【担当課：社会教育課】 
 

（※）真桑人形浄瑠璃：上真桑の本郷地区に古くから伝わる郷土芸能で、国の重要無形民俗文化財に指

定されている。通称「真桑文楽」と呼ばれる浄瑠璃に合わせて上演される操人形芝居であり、

年に一度、氏神である物部神社の祭礼に奉納される。  
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6-1. 市民協働・行政運営 

（８） 市民協働・行政運営 

■推進方針 

・地域コミュニティの機能低下や担い手不足による共助機能が低下しつつある

中、日々の暮らしにおける安心の確保と、災害時の共助などを円滑に進めるた

め、地域のつながり強化に資する取組を推進します。 

・市民の自発的なまちづくり活動を支援し、市民と行政の協働のまちづくりをさ

らに推進します。 

・職員の健康と働きがいを支える職場環境を整備し、組織全体の活力と市民サ

ービスの質の向上につなげていきます。 

・様々な広報媒体を効果的に運用することで、行政サービスだけでなく、市民や

地域が持つ魅力も幅広く発信し、郷土愛の醸成を図ります。 

・限られた財源の中で、効果的・効率的で健全な行財政運営を行うため、行政組

織の見直しやデジタル技術の活用などにより事務の効率化を進めるとともに、

選択と集中を徹底して経費節減を実現し、財源の最適な配分と歳入の確保に

努めながら新たな「施策の推進」と「財政の健全性」の両立を図ります。 

 

■関連する持続可能な開発目標（SDGs） 

   

 

■重要目標達成指標（KGI） 

指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私は、同じ町内（集落）に住む人たちを信

頼している 
3.29 上昇 

私の暮らしている地域では、地域活動（自

治会・地域行事・防災活動等）への市民参

加が盛んである 

3.22 上昇 

暮らしている地域には、困ったときに相

談できる人が身近にいる 
2.86 上昇 

私は、町内（集落）の人が困っていたら手

助けをする 
3.39 上昇 

重点施策 8 
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指標名 
基準値（R7） 

評価点 

目 標（R11） 

評価点 

私は、この町内（集落）に対して愛着を持

っている 
3.21 上昇 

暮らしている地域の行政は、地域のこと

を真剣に考えていると思う 
2.99 上昇 

暮らしている地域の公共施設は使い勝手

がよく便利である 
2.83 上昇 

私の暮らしている地域では、行政サービ

スのデジタル化が進んでいる 
2.98 上昇 

 

■具体的な施策 

 

具体的な施策① 地域コミュニティの活性化 

少子高齢化やライフスタイルの多様化を背景に、本市では自治会加入率の低下

や地域コミュニティの機能低下、担い手不足による共助機能の低下などの課題が

顕在化しつつあります。こうした地域の実情を踏まえ、ＳＮＳを活用した情報発信

を通じて郷土愛を醸成し、地域コミュニティの活性化につなげていきます。 

【担当課：企画広報課】 

 

具体的な施策② 協働のまちづくりの推進 

本市では、東海環状自動車道の本巣ＩＣ開通および本巣パーキングエリア開設に

伴い、今後、交流人口の拡大や地域経済の活性化によって活力あるまちづくりを

推進していくことを目指しています。こうした中で、市民による賑わい創出は不可

欠であり、市民が主体となって本市の地域資源を活用し、本市の魅力を発信する

企画を広く募集し、個性あふれるイベントなどを実施しています。 

こうした市民と行政の協働によるまちづくりを一層推進していくため、市民活

動団体への助成や活動の支援、相談や意見交換の機会の充実などを図ります。 

【担当課：企画広報課】 

 

具体的な施策③ 効果的・効率的な行財政運営 

自主財源の確保に努めるとともに、公共施設の計画的な管理や市有地の活用、

窓口業務の効率化などを推進します。 

【担当課：税務課、財政課、企画広報課】 

 
（※）SNS：インターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービスのこと。  
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第４章 事業集 

１． 事業集の位置づけ 

重点施策を実現するために必要な取組を「重点事業」として、具体的な施策ごと

に取りまとめたものを「事業集」として別冊に示します。 

重点事業は、まちづくりの目標と重点施策の実現を図ることを目的として、計

画期間内に重点的に取り組むものであり、本市で推進されている各事業のうち、

各重点施策における重要目標達成指標（KGI）の達成に資する事業を選定してい

ます。また、重点施策の実現に向けた事業の進捗状況や実施効果を把握するため、

重点事業ごとに重要業績評価指標（KPI）を設定し、計画を推進していく上で必要

に応じて事業の見直しを行っていきます。 

 

２． 事業集の構成 

 

基本目標

…目指す将来像
ひととまちがつながる 笑顔あふれ 暮らしやすいまち・本巣

まちづくりの視点
未来へつなげる住みよいまち／一人ひとりが自立するまち／支え合い、つながり広がるまち

１．安全・安心で暮らしやすいまち

２．資源を生かして活力を創造するまち

３．笑顔あふれるこどもたちを育むまち

４．誰もが健やかに生活できるまち

５．自分らしい生き方ができるまち

６．みんなが主役の自律したまち

重点施策

１．防災対策の充実 ２．快適な生活環境 ３．産業振興

４．子育て・教育 ５．健康維持・増進

６．医療・福祉 ７．文化・芸術・生涯学習 ８．市民協働・行政運営

具体的な施策
重点施策の実現に向けて推進していくべき施策

重点施策ごとのKGI
重点施策の達成状況を評価するための目標を重点施策ごとに設定

重点事業
重点施策の実現に向けて推進していくべき取組を具体的な施策ごとに整理
 事業名称
 第2次総合計画からの継続事業、または新規事業
 事業の目的・概要
 事業の進捗状況や事業効果を把握するための重要業績評価指標（KPI）

基本構想

重点方針

事業集
（別冊）
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資料編 

１． 計画の策定経過 

 

年月日 内容 

令和 7 年 5 月 第 1 回 総合計画策定委員会の開催 

令和 7 年 7 月 市民アンケート調査の実施 （7 月 2 日～7 月１８日） 

 
本巣市こども会議代表児童生徒アンケートの実施 

 （7 月１５日～8 月２９日） 

 第 1 回 計画審議会の開催 （諮問・審議） 

令和 7 年 8 月 市民ワークショップの実施 （8 月 23 日、9 月 1 日～9 月３０日） 

 オンラインワークショップの実施 （８月２３日～９月３０日） 

令和 7 年 9 月 中学生ワークショップの実施 （9 月２４日） 

令和 7 年 10 月 
第 1 回 総合計画策定委員会専門部会の開催 

（職員ワークショップの実施） 

 中学生アンケートの実施（教育委員会） （１０月 1 日～１０月２０日） 

 高校生ワークショップの実施 （１０月 7 日） 

 第 2 回 総合計画策定委員会の開催 

 第 2 回 計画審議会の開催 （審議） 

 第 2 回 総合計画策定委員会専門部会の開催 

 第 1 回 総合計画策定委員会ワーキングチーム会議の開催 

令和 7 年 11 月 第 3 回 総合計画策定委員会専門部会の開催 

 第 3 回 計画審議会の開催 （審議） 

令和 7 年 12 月 第 4 回 総合計画策定専門部会の開催 

 第 3 回 総合計画策定委員会の開催 

 第 4 回 計画審議会の開催 （審議） 

 パブリックコメントの実施 （12 月２５日～1 月２３日） 

令和 8 年 2 月 第 4 回 総合計画策定委員会の開催 

 第 5 回 計画審議会の開催 （審議・答申） 
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２． 委員名簿 

(１) 本巣市計画審議会名簿 

氏名 団体名等 備考 

富樫  幸一 岐阜大学 名誉教授 会長 

髙橋  岩雄 本巣市連合自治会 職務代理者 

道下  和茂 本巣市議会議長 ～令和 7 年１０月 9 日 

今枝  和子 本巣市議会議長 令和 7 年１０月１０日～ 

臼井  悦子 本巣市議会議員  

髙田  浩視 本巣市議会議員  

髙田  禮子 本巣市農業委員会  

黒田  隆吉 本巣市教育委員会  

梅本 みのり 本巣市商工会  

青木  輝泰 本巣市観光協会  

大野  一彦 本巣市社会福祉協議会  

佐藤  廣國 本巣市民生委員児童委員連合協議会 ～令和 7 年１２月１４日 

加藤  訓宏 本巣市民生委員児童委員連合協議会 令和 7 年１２月１５日～ 

西垣  智美 本巣市連合 PTA  

三宅 巳千代 本巣市市民協働まちづくり推進委員会  

山北  一司 公募委員  

 

(２) 本巣市総合計画策定委員会名簿 

職名 氏名 備考 

副市長 谷口  博文 委員長 

総務部長 村澤   勲  

企画部長 林   玲一 職務代理者 

市民部長 加納  正康  

健康福祉部長 林   晃弘  

産業経済部長 瀬川  清泰  

都市建設部長 高橋  君治  

水道環境部長 青木  竜治  

議会事務局長 大久保 守康  

教育委員会事務局長 髙木  孝人  
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３． 市民参画状況 

市民ニーズの把握にあたり各種調査を実施し、令和７年度には 2,66４名、令和

６年度には 1,641 名の方からのご意見をいただきました。 

 

(１) 市民ニーズの把握 

項目 調査名称 調査時期 有効回収数 

本巣市 

ウェルビーイング

アンケート 

本巣市における「暮らし

の満足度」についての市

民アンケート調査 

令和 7 年 7 月 2 日（水）

～7 月１８日（金） 

１，２４３件 

（回収率４１.４％） 

郵送：８７９件、 

オンライン：３６４件 

市民 

ワークショップ 

本巣市ツリーに願いをこ

めて「わたしが描く２０年

後の本巣」 

①東海環状自動車道 
開通記念プレイベント 
参加者 
令和7年8 月２３日（土） 

１６時～２０時３０分 

②市役所本庁舎来庁者 

令和 7 年 9 月 1 日（月）

～9 月３０日（火） 

４３４件 

（①３８９件、 

②４５件） 

本巣市こども会議

代表児童生徒 

アンケート 

こども会議代表児童生徒

アンケート 

令和 7 年 7 月１５日（火）

～8 月２９日（金） 
２１名（９０件） 

中学生 

ワークショップ 

本巣市の未来を考える中

学生ワークショップ 

令和7年9 月２４日（水）

１８時３０分～１９時１５分 

参加者数：１３名 

（4 グループ） 

高校生 

ワークショップ 

本巣市の未来を考える高

校生ワークショップ 

令和 7 年１０月 7 日（火）

１５時２０分～１６時１０分 

参加者数：１７４名 

（３０グループ） 

中学生アンケート

（教育委員会実施） 
ワクワクするような未来

の本巣市を考えるアンケ

ート 

令和 7 年１０月 1 日（金）

～１０月２０日（金） 

７３８件 

（回収率：８３.２％） 

※１０/１４時点 

オンライン 
ワークショップ 

みんなで語ろう、２０年後

の本巣市 

令和7年8 月２３日（土）

正午～9 月３０日（火） 

８０件 

（登録者数：４２名、 

投稿者数：２１名） 
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(２) 市民ニーズの把握（参考：令和 6 年度調査） 

項目 調査名称 調査時期 有効回収数 

市民満足度 

・重要度 

本巣市まち・ひと・しごと

創生に関する 

市民アンケート調査 

令和6年8 月6 日（火）

～8 月２３日（金） 

598 件 

（回収率：39.9％） 

高校生アンケート 

本巣市まち・ひと・しごと

創生に関する 

高校生アンケート調査 

令和6年7 月１８日（木）

～8 月３１日（土） 

942 件 

（本巣市内在住者

29.2％、本巣市外

在住者 70.8%） 

若者・子育て世代

アンケート 

本巣市の新しい 

計画づくりに向けた 

アンケート 

令和6年8月２８日（水） 

・２９日（木） 

１）若者・子育て世代

の市民：37 件 

２）若者・子育て世代

の市外在住者：64

件 

 

(３) パブリックコメント 

実施目的 
本巣市市政運営方針 2026（本巣市第３次総合計画）（案）に対する 

市民の意見を聴取する。 

実施時期 令和 7 年１２月２５日（木）～令和 8 年 1 月２３日（金） 

閲覧場所 

 本庁舎 企画広報課 

 根尾分庁舎 地域調整課 

 市ホームページ 

提出方法 専用フォーム、または郵送、ファクス、電子メール、書面 

提出された意見数 1 件 
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４． 条例・規定 

(１) 本巣市計画審議会条例 

平成１６年３月３１日 
条例第１６５号 

（設置） 
第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、本巣市計画審議

会（以下「審議会」という。）を置く。 
（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 
(1) 本市が定める総合計画に関すること。 
(2) その他市長が必要と認める事項に関すること。 
（組織） 

第３条 審議会は、委員１５人以内で組織する。 
２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 市議会の議員 
(2) 識見を有する者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
４ 委員は、再任されることができる。 

（臨時委員） 
第４条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことがで

きる。 
２ 臨時委員は、市長が委嘱する。 
３ 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。 

（会長） 
第５条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。 
２ 会長は、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務

を代理する。 
（会議） 

第６条 審議会は、会長が招集する。 
２ 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くこ

とができない。 
３ 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 
４ 会長は、必要に応じて会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。 

（庶務） 
第７条 審議会の庶務は、企画部企画広報課において処理する。 

（委任） 
第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 
この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第５２号） 
この条例は、平成１９年２月３日から施行する。 

附 則（平成２２年条例第１号） 
この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年条例第４号）抄 
（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第１条、第３条から第１０条まで、第１２条、第
１３条及び第１５条から第１７条までの規定は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内におい
て規則で定める日から施行する。 

（令和６年規則第１９号で令和６年７月１６日から施行） 
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(２) 本巣市総合計画策定委員会規定 

平成１６年１０月２７日 
訓令甲第７３号 

（設置） 
第 1 条 本巣市総合計画を策定するため、本巣市総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を置

く。 
（所掌事務） 

第 2 条 委員会は、本巣市総合計画の策定に関し、調査、審議及び調整を図るものとする。 
（組織） 

第 3 条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 
2 委員長は、副市長をもって充てる。 
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 
（委員長の職務及び代理） 

第 4 条 委員長は、会務を総理する。 
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 
（専門部会） 

第 5 条 委員会に専門部会を設けることができる。 
2 専門部会は、専門の事項を調査、研究、調整及び協議する。 
3 専門部会の部会員は、委員長が指名する。 
4 専門部会に部会長を置き、委員長が指名する。 
5 部会長は、専門部会の会務を総括する。 
（ワーキングチーム） 

第 6 条 専門部会にワーキングチームを設けることができる。 
2 ワーキングチームは、専門部会の補助機関として施策に関する現況と課題の整理、調査、研究、各

種資料の収集及び計画づくり等を行う。 
3 ワーキングチームのチーム員は、部会長が指名する。 
4 ワーキングチームにチームリーダーを置き、部会長が指名する。 
5 チームリーダーは、ワーキングチームの会務を総括する。 
（会議） 

第 7 条 委員会の会議は委員長、専門部会にあっては部会長、ワーキングチームにあってはチームリ
ーダーが招集する。 

2 委員長、部会長又はチームリーダーは、総合計画策定の調査、研究、調整及び審議する上で必要
があるときは、構成員以外の者であっても出席させることができる。 
（庶務） 

第 8 条 委員会、専門部会及びワーキングチームの庶務は、企画部企画広報課において処理する。 
附則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
附則（平成 17 年訓令甲第 4 号） 

この訓令は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附則（平成 17 年訓令甲第 9 号） 

この訓令は、平成 17 年 4 月 1 日から施行する。 
附則（平成 19 年訓令甲第 8 号）抄 

（施行期日） 
1 この訓令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

附則（平成 22 年訓令甲第 6 号） 
この訓令は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

附則（平成 30 年訓令甲第 9 号） 
この訓令は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

附則（令和 6 年訓令甲第 13 号） 
この訓令は、令和 6 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 1 条、第 3 条、第 4 条から第 7 条まで、

第 9 条から第 14 条まで、第 16 条、第 18 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 25 条か
ら第 27 条まで、第 29 条から第 31 条まで、第 33 条、第 36 条、第 38 条から第 41 条まで、第
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43 条、第 45 条から第 48 条まで、第 50 条、第 53 条から第 55 条まで、第 57 条、第 59 条及
び第 61 条から第 64 条までの規定は、令和 6 年 7 月 16 日から施行する。 
別表(第 3 条関係) 

参与、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、産業経済部長、都市建設部長、 

水道環境部長、議会事務局長、教育委員会事務局長 
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５． 本巣市計画審議会諮問・答申 

(１) 本巣市第 3 次総合計画について（諮問） 

 

本企第５７０号 

令和７年７月２８日 

 

 本巣市計画審議会 会長  様 

 

 

本巣市長 藤原 勉   

 

 

本巣市第３次総合計画について（諮問） 

 

 

 本巣市第３次総合計画の策定について、本巣市計画審議会条例第２条の規定に基づき、

貴審議会の意見を求めます。 
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(２) 本巣市第 3 次総合計画について（答申） 

 

令和８年２月１７日 

 

 本巣市長 藤原 勉  様 

 

本巣市計画審議会 

会長 富樫 幸一 

 

本巣市第３次総合計画について（答申） 

 

 令和７年７月２８日付け本企第５７０号により諮問のありました本巣市第３次総合計画

について、当審議会において慎重に審議した結果、これを第１次本巣市市政運営方針と

して策定することを適当であると認め、下記の意見を付して別添のとおり答申します。 

 

記 

 

 １ 本巣市の地勢は、北部地域と南部地域で対照的な特徴を有しており、それぞれの地

域が抱える課題も大きく異なる。こうした地域の状況を踏まえ、将来像「ひととまち

がつながる 笑顔あふれ 暮らしやすいまち・本巣」の実現に向け、地域の実情に応

じた施策を展開し、誰もが安心して暮らし続けられる持続可能な地域づくりに努め

られたい。 

 

 ２ 東海環状自動車道本巣インターチェンジの開通は、今後の本巣市の発展にとって、

これまでにない大きな機会である。この効果を最大限に生かすため、本計画に掲

げる将来像や基本方針などとの整合を図りつつ、交流人口の拡大や地域経済の活

性化に資する取組を計画的かつ柔軟に推進し、開通効果を一過性のものとせず、

持続的な地域の賑わいの創出につなげていくよう努められたい。 

 

 ３ 今回の計画策定にあたっては、市民のウェルビーイング（幸福度・生活満足度）に

着目したアンケートや各種ワークショップなどを通じて、市民等から貴重な意見や

提案を多数いただいた。今後、施策を展開するにあたっては、これらの意見を十分

に参考とし、市民のウェルビーイングを高める施策を効果的に推進されたい。 

 

４ 「市民協働」は、あらゆる分野に関わる重要なキーワードである。将来像の実現に

は「オール本巣」で取り組むことが不可欠であることから、本計画の内容を含め、市

の取組について、より多くの市民に情報が届くよう、あらゆる手段や機会を活用し

て積極的に情報発信するとともに、市民等が市政に参画できる機会の充実を図ら

れたい。 
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